
園 長 だ よ り 
 

 台風から学ぶ       

 ２３日未明から朝にかけての台風の通過、各

地では川の氾濫、土砂災害など甚大な被害があ

りました。この地域は大きな影響がなかったも

のの、被害のあった地域の様子から災害の恐ろ

しさを知り、災害への対応の意識を常に持ち生

活する必要性を再確認しました。 

 保育園には消防、防災、防犯計画等を作成し備

えています。訓練の実施に加え、他地域での災害

を自園の事として置き換え、災害時の対応を考

えていくなどの意識の持ち方が必要とされます。 

 職員の対応 ～ 気にかけることから 

台風前に市内の小学校は２０日（金）に休校の

決定、周辺の自治体も台風の対応を次々決定し

ていました。保育園はよほどのことがない限り

休園の決定がないのが慣例です。 

２１日（土）職員から連絡が入りました。「昨

年の台風の際、下駄箱付近が冠水し正面玄関か

ら入りました」又、当日の朝、別の職員から「早

番の先生は来られましたか」と連絡が入りまし

た。交通網の混乱等で職員不在であれば子ども

達の受入はできません。万が一の時に職員の体

制を維持しようとする意識と心づかいがありま

した。また、頼もしい事に時間外の先生方は時間

にゆとりをもって出勤し受け入れの準備にあた

っていました。縁の下の力持ち、黒子に徹すると

はこのことです。なにげない行動の中に子ども

達の生活を支える責任感と子どもへの思いやり  

を実感できる場面でした。 

 

さて、ここからは前号に続く内容です。 

前号では小学校の音楽教育についてふれまし

た。 

１年生の授業内容、器楽（鍵盤ハーモニカ）の

取扱い時期や幼児期の教育内容や先取り教育に

ふれました。今回は２年生の教育内容にふれて

みます。 ※市の使用教科書の学習指導計画を

参考にしています。 

 ２年生では１年生の積み上げを基に５月頃の

授業で「はくのまとまりをかんじとろう」と 

題材を設定し「音楽に合わせて体を動かしたり、

聴いたりして拍のまとまりや拍子の違いを感じ

る。」２拍子、３拍子を感じながらきいたり、う

たったりする学習目標を立てています。その後

は「音の高さのちがいをかんじとろう」「拍子を

かんじてリズムをうとう」という題材で授業を

進め、タンブリンとカスタネットを使って拍リ

ズムに合わせうちます。アンサンブル（合奏）に

ついてはこの段階ではまだ出てくることなく 

基礎的なことの指導となります。 

 それらしく出てくるのが１０月頃から１１月

中旬に「いろいろな音を楽しもう」という題材 

（扱い時数８時間）があり、●身近な楽器の音色の

特徴を感じながら音楽を聴いたり、音楽の組み

合わせを工夫しながら表現したりする。  

 使用の楽器は 

  カスタネット     すず 

 トライアングル  クラベス 

 ウッドブロック  タンブリン 

 小たいこ 

  

 

 

前出の楽器を使いリズムうちを楽しむ、又 

いくつかの楽器（音）の組み合わせを楽しむ内容

になっています。  

適正な内容を   

前号では就学前教育の中で先取り教育につい

て述べました。保育園、幼稚園などでは教育内容

の充実をはかろうと先を争うかのように様々な

内容をいれてきた経緯があります。鼓笛隊、マー

チング、英語、漢字、体操、茶道、華道、あげれ

ばきりがありません。知識、技能をのばすこと、

情操教育と銘打って様々な教育が施されている

のが現状です。先にあげた小学校の音楽教育、基

本のプロセスを時間をかけ進んでいます。幼児

期よりも理解力、判断力、授業に向かう姿勢が養

われている児童が取り組んでいるわけです。 

国の定める指針において保育内容には早期教

育の内容についてはふれていません。ただ、保育

の実施に関わる配慮事項に特に必要な場合には

各領域に示すねらいの趣旨に基づいて、具体的

な内容を工夫しそれを加えても差し支えない

が・・・中略 ・・・保育所保育に関する基本を

逸脱しないよう慎重に配慮する必要があると示 

されています。 

実は早期教育、「なんでもやっていいのではな

い。」しかし、取り方によっては必要とあれば      

「なんでもやってよいともとれます。」 

 ここに大きなズレがあり、園の方針であれば

教育の中で反映してしまうことになります。 

 私は他園でみられる（すべてではありません） 
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教育重視を否定つもりはありませんが保育の本

質である「遊びと生活」を重視したこれまでの養

護と教育が一体になった保育、保育実践を大切

にし、主体的な遊びを中心とした教育的活動が

望ましいと考えます。 

 教育内容（保育）については便り 3 号「これ

からは」で述べました。  

   

    「 これからは 」 

 音楽の領域に限らず、開園当初から積み上

げてきた保育内容を吟味し振り返り、再編

していくことが必須の課題となっています。 

 ここでご理解いただきたいことは根幹から

保育園の方針ががらりとかわるものではな

いと言うことです。 

 開園（今から 15年前）から現在まで積み 

上げてきたものをベースに子ども達が主体

的に、そして将来に通じる様々な力の獲得

を発達に即し教育的内容を考え、実践して

いくことと思って下さい。 

 

ここまで週１のペースで便りを出してきまし

た。堅苦しい文面に読み手の皆様の苦労が伝わ

ってきます。申し訳ありません。 

考えていることを文章にする。黙っていては 

ひとつも伝わらない、おおぞらの園長は「こんな 

こと考えているんだ」と思っていただければ幸

甚です。 

さあ、実りの秋、食欲の秋、天候も回復、 

子ども達とともに秋を大いに感じましょう！ 

  次号は音楽から離れた話題で・・・ 
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